
 

一 

◎
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
過
疎
地
域
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
過
疎
地
域
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
市
町
村
（
地
方
税
の
収
入
以
外
の
政
令
で
定
め
る
収
入
の
額
が

政
令
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
市
町
村
を
除
く
。
）
の
区
域
を
い
う
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
財
政
力
指
数
で
平
成
二
十
五
年
度

か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
た
も
の
の

三
分
の
一
の
数
値
が
〇
・
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
、
ロ
又
は

ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
市
町
村
人

口
に
係
る
平
成
二
十
七
年
の
人
口
か
ら
当
該
市
町
村
人
口
に
係
る
平
成
二

年
の
人
口
を
控
除
し
て
得
た
人
口
を
当
該
市
町
村
人
口
に
係
る
同
年
の
人

口
で
除
し
て
得
た
数
値
が
〇
・
一
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
市
町
村
人
口
に
係
る
昭
和
四
十
五
年
の
人

口
か
ら
当
該
市
町
村
人
口
に
係
る
平
成
二
十
七
年
の
人
口
を
控
除
し
て

得
た
人
口
を
当
該
市
町
村
人
口
に
係
る
昭
和
四
十
五
年
の
人
口
で
除
し

て
得
た
数
値
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
四
十
五
年
間
人
口
減
少
率
」

と
い
う
。
）
が
〇
・
三
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
過
疎
地
域
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
過
疎
地
域
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
市
町
村
（
地
方
税
の
収
入
以
外
の
政
令
で
定
め
る
収
入
の
額
が

政
令
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
市
町
村
を
除
く
。
）
の
区
域
を
い
う
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

           



 

 

二 

ロ 

四
十
五
年
間
人
口
減
少
率
が
〇
・
二
七
以
上
で
あ
っ
て
、
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ
る
市
町
村
人
口
に
係
る
平
成
二
十
七
年
の
人
口
の
う
ち
六

十
五
歳
以
上
の
人
口
を
当
該
市
町
村
人
口
に
係
る
同
年
の
人
口
で
除
し

て
得
た
数
値
が
〇
・
三
六
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

四
十
五
年
間
人
口
減
少
率
が
〇
・
二
七
以
上
で
あ
っ
て
、
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ
る
市
町
村
人
口
に
係
る
平
成
二
十
七
年
の
人
口
の
う
ち
十

五
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
人
口
を
当
該
市
町
村
人
口
に
係
る
同
年
の
人

口
で
除
し
て
得
た
数
値
が
〇
・
一
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
市
町
村
人
口
に
係
る
平
成
二
年
の
人
口
か

ら
当
該
市
町
村
人
口
に
係
る
平
成
二
十
七
年
の
人
口
を
控
除
し
て
得
た

人
口
を
当
該
市
町
村
人
口
に
係
る
平
成
二
年
の
人
口
で
除
し
て
得
た
数

値
が
〇
・
二
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

（
略
） 

  

（
過
疎
地
域
自
立
促
進
の
た
め
の
地
方
債
） 

第
十
二
条 

過
疎
地
域
の
市
町
村
が
市
町
村
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
地
場
産
業

に
係
る
事
業
又
は
観
光
若
し
く
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
事
業
を
行

う
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
出
資
及
び
次
に
掲
げ
る
施
設
の
整
備

に
つ
き
当
該
市
町
村
が
必
要
と
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
に
該
当
し
な

い
も
の
に
つ
い
て
も
、
地
方
債
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

            

２ 

（
略
） 

  

（
過
疎
地
域
自
立
促
進
の
た
め
の
地
方
債
） 

第
十
二
条 

過
疎
地
域
の
市
町
村
が
市
町
村
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
地
場
産
業

に
係
る
事
業
又
は
観
光
若
し
く
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
事
業
を
行

う
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
出
資
及
び
次
に
掲
げ
る
施
設
の
整
備

に
つ
き
当
該
市
町
村
が
必
要
と
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
に
該
当
し
な

い
も
の
に
つ
い
て
も
、
地
方
債
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

三 

 
一
～
十
七 

（
略
） 

 

十
八 

公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
市
町
村
立
の

幼
稚
園
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校 

    

十
九 

市
町
村
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校 

 

二
十
～
二
十
四 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
減
価
償
却
の
特
例
） 

第
三
十
条 

過
疎
地
域
内
に
お
い
て
製
造
の
事
業
、
農
林
水
産
物
等
販
売
業
（
過

疎
地
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
又
は
当
該
農
林
水
産
物
を
原

料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
、
加
工
若
し
く
は
調
理
を
し
た
も
の
を
店
舗

に
お
い
て
主
に
他
の
地
域
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
旅
館
業
（
下
宿
営
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
用

に
供
す
る
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
新
設
又
は
増
設
に
よ
り
、
当
該
過
疎
地
域
内
に
お
け
る
雇
用
の
増
大
に
寄

与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
新
設
又
は
増
設
に
伴
い
新
た
に
取
得

し
、
又
は
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
た
機
械
及
び
装
置
（
製
造
の
事
業
又

は
農
林
水
産
物
等
販
売
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び

 

一
～
十
七 

（
略
） 

 

十
八 

公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
市
町
村
立

の
高
等
学
校
の
校
舎
、
屋
内
運
動
場
、
屋
外
運
動
場
、
水
泳
プ
ー
ル
及
び
寄

宿
舎
並
び
に
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
市
町

村
立
の
高
等
学
校
の
教
員
又
は
職
員
の
た
め
の
住
宅
及
び
児
童
又
は
生
徒

の
通
学
を
容
易
に
す
る
た
め
の
自
動
車
又
は
渡
船
施
設 

 

（
新
設
） 

 

十
九
～
二
十
三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
減
価
償
却
の
特
例
） 

第
三
十
条 

過
疎
地
域
内
に
お
い
て
製
造
の
事
業
、
情
報
通
信
技
術
利
用
事
業

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
商
品
又
は
役
務
に
関
す

る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
業
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
旅
館
業
（
下
宿
営
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
に
供
す

る
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
新
設

又
は
増
設
に
よ
り
、
当
該
過
疎
地
域
内
に
お
け
る
雇
用
の
増
大
に
寄
与
す
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
新
設
又
は
増
設
に
伴
い
新
た
に
取
得
し
、
又

は
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
た
機
械
及
び
装
置
（
製
造
の
事
業
又
は
情
報

通
信
技
術
利
用
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
建

物
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
の
定
め
る
と
こ
ろ



 

 

四 

に
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
償
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
） 

第
三
十
一
条 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
六
条

の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
、
過
疎
地
域
内
に
お
い
て
製
造
の
事
業
、

農
林
水
産
物
等
販
売
業
若
し
く
は
旅
館
業
の
用
に
供
す
る
設
備
を
新
設
し
、

若
し
く
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
に
対
す
る
事
業
税
、
そ
の
事

業
に
係
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産

取
得
税
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
係
る
機
械
及
び
装
置
若
し
く
は
そ
の
事
業
に

係
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
を
課
さ

な
か
っ
た
場
合
若
し
く
は
過
疎
地
域
内
に
お
い
て
畜
産
業
若
し
く
は
水
産
業

を
行
う
個
人
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
な
か
っ
た
場

合
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
税
に
係
る
不
均
一
の
課
税

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該

当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
各
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
は
、
同
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
分
の
減
収
額

（
事
業
税
又
は
固
定
資
産
税
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
る
減
収
額
に
あ

っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
さ
れ
た
最
初
の
年
度
以
降
三
箇
年
度
（
個
人
の

行
う
畜
産
業
及
び
水
産
業
に
対
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め

に
よ
り
、
特
別
償
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

   

（
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
） 

第
三
十
一
条 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
六
条

の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
、
過
疎
地
域
内
に
お
い
て
製
造
の
事
業
、

情
報
通
信
技
術
利
用
事
業
若
し
く
は
旅
館
業
の
用
に
供
す
る
設
備
を
新
設

し
、
若
し
く
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
に
対
す
る
事
業
税
、
そ

の
事
業
に
係
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不

動
産
取
得
税
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
係
る
機
械
及
び
装
置
若
し
く
は
そ
の
事

業
に
係
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
を

課
さ
な
か
っ
た
場
合
若
し
く
は
過
疎
地
域
内
に
お
い
て
畜
産
業
若
し
く
は
水

産
業
を
行
う
個
人
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
な
か
っ

た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
税
に
係
る
不
均
一
の

課
税
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
各
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
は
、

同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
分
の
減

収
額
（
事
業
税
又
は
固
定
資
産
税
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
る
減
収
額

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
さ
れ
た
最
初
の
年
度
以
降
三
箇
年
度
（
個

人
の
行
う
畜
産
業
及
び
水
産
業
に
対
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
総
務
省
令
で



 

五 

る
期
間
に
係
る
年
度
）
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体

の
当
該
各
年
度
（
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
日
以
後
に
お
い
て

行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
減
収
額
に
つ
い
て
当
該
各
年
度
の
翌
年
度
）
に
お

け
る
基
準
財
政
収
入
額
と
な
る
べ
き
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
す
る
。 

定
め
る
期
間
に
係
る
年
度
）
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公
共

団
体
の
当
該
各
年
度
（
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
日
以
後
に
お

い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
減
収
額
に
つ
い
て
当
該
各
年
度
の
翌
年
度
）

に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
と
な
る
べ
き
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

 


